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概要

消費税は企業行動に中立であると広く信じられている。その説明は税の帰着の理論に基づく。すなわち、消費税
制度が予定する通りに税額が価格に上乗せされれば、企業に税は帰着せず、したがって企業に税の負担はないので、
それを回避する行動をとる必要はない、よって中立である、という説明である。この説明は、税の帰着のみが税負
担であると暗に前提している。帰着概念は税制変更前後の厚生の変化を税負担と捉えるものであるから、この説明
の中立性は、消費税の導入前後で企業行動が変化しないと説明するものである。
これに対して本稿では、消費税の導入ではなく、消費税が存在するという状態が企業行動に非中立な影響を与え
ることを、生産者行動の理論を用いて形式的に示す。企業は、消費税の存在の下で継続的に、労働を資本で代替す
るよう促される。比較静学に基づく帰着概念では原理的に捉えにくいこの非中立性は、我が国経済で 30 年以上に
渡って続いてきた賃金抑制と低成長をよく説明する。
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1 はじめに
消費税（付加価値税）は、専門家の間では広く、経済活動に中立的な税であると考えられており [1]、我が国の税制
もそれを前提として議論されている [2, p. 23]。消費税は主に、以下の点について中立であると言われる。

• 生産段階にある取引回数：売上のすべてに課税する取引高税と異なって重複課税がないため、経済的に合理性
のない企業統合を促進したりしない [1, p. 35]

• 消費における選択：単一税率の消費税は、商品価格の変化に比例して税額も変化するので、人々の消費におけ
る選択にバイアスを生じさせない [3, p. 417]

• 生産方式の選択：仕入税額控除によって資本財が課税対象から外されるため、労働と資本の代替を促さない [4,

pp. 19–29]

このうち最後の、労働と資本の代替について中立という主張に対しては、次のような異論がある。岩村ら [5, p. 42]

は、労働の仕入つまり賃金には仕入税額控除が適用されず、機械設備の仕入にはそれが適用されるため、投入資源を
労働から機械設備にシフトさせると利益に有利に働くので、消費税は労働と資本の相対価格に対して中立でない税だ
と論じている。
労働から設備への投入資源のシフトは、消費税が引き起こさないと考えられている、資本による労働の代替である。
この代替が起きるなら、それは賃金の低下につながり、また売上と仕入の差がその企業が創出する付加価値であるか
ら、賃金を削って資本財の購入に充てることは付加価値の減少につながる。そして、賃金低下と、付加価値創出の伸
び悩みすなわち経済成長の停滞は、「失われた 30年」などと呼ばれる消費税導入後の期間において、我が国でまさに
起きている現象である。
本稿では、労働と資本の代替に関する消費税の中立性についての従来の説明が不十分であることを示し、また生産
者行動の理論に基づいて、通常の企業行動に対しては消費税がむしろ中立でなく、資本による労働の代替を促すこと
を示す。
以降、特に断りのない限り、企業の生産における労働と資本の代替について税が中立であることを単に中立と呼ぶ。
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また、従来の中立性の説明が前提しているのと同様に、税率は単一とし、軽減税率や簡易課税、免税などは考えない。

2 消費税の中立性の説明とその不十分さ
消費税の中立性は普通、「企業が資本財の購入について完全な仕入税額控除を受けるので税負担がないため」と説明
される。例えば石 [4, p. 20]による説明は以下である。

資本財が課税の対象から外されることから、労働と資本の代替も税負担とは無関係であり、生産方式に関して
中立的となる。

この意味するところは、労働に対する課税はないが、売上に対する消費税の課税があり、しかし仕入税額控除がある
から実質的に消費税の負担がない、そのため労働と資本の代替を起こさない、ということである。OECD [6, p. 20]

による説明も同様で、およそ次のようになっている：企業は仕入で税を払い、売上で税を受け取る。その差額を正し
く納税するために、仕入税額控除が重要である。それによって、企業ではなく消費者が税を負担する。
これらの説明における「税の負担」は、経済学における「税の帰着」のことである。税の帰着は、税制の変更による
経済主体の厚生の変化と定義される [7, p. 1789]。その尺度は複数あるが [7, pp. 1793–1794]、消費税制度については
そのうち納税後の価格（net-of-tax price）の変化を用いて、次のように税負担が説明されるのが一般的である。消費
税の導入によって、すべての商品の価格が消費税分だけ上昇すれば（すなわち税額が完全に価格に上乗せされれば）、
消費者は消費税分だけ高く商品を買うので、消費税分が消費者に帰着し、消費者が消費税を払ったことになる。他方、
各企業は、消費税分だけ高くなったものを仕入れ、消費税分だけ高く商品を売って、それらの消費税分の差額を納税
する。それによって各企業は、消費税がない場合と同額の利益を手にするので、税の負担はないことになる。
例を挙げる。消費税がないとき、小売店が商品を 200円で仕入れ、300円で消費者に売っていた。この店の手元に
残る利益は 100円である。10 % の消費税が導入されて、この店が商品を 220円で仕入れ、330円で消費者に売り、売
上に係る消費税額である 30円から仕入に係る消費税額である 20円を控除した 10円を納税すると、手元に残る利益
は以前と同じ 100円であり、よってこの店には税負担がない。消費者は 30円多く支払うので、それが税負担である。
以上のように、消費税制度の予定通りに税額の完全な上乗せが起きれば、企業に税は帰着しないので、企業には税
負担がなく、よって税負担を回避する行動をとる必要がないから、以前と同じように行動する――具体的には、同じ
だけの労働と資本を購入し、同じだけの生産物を生産する――、よって消費税は労働と資本の代替を起こさず、中立
である、と説明できる。
帰着によるこの中立性の説明は、企業が帰着に対してどう反応するかに注目している。帰着とは税制の変更による
厚生の変化だから、それは税制の変更について起きるものである。先ほどの例で、小売店が消費税による価格変化を
予想して、仕入れ値が 20円上がるけれど売り値は 30円上げられるだろうと考えれば、今まで通りに活動を行うだろ
う、というのが帰着についての中立性である。
しかし、そのような市場の変化が実際に起き、企業への帰着が決まった後で、消費税が存在することが、企業行動
に影響を与える可能性はないだろうか。帰着は税制変更前後の 2つの市場均衡の比較によって税の負担を見定める概
念なので、帰着に対する企業の反応は、税制の変更に対する反応である。その反応とは別に、税制の下での企業の行
動が、税がなかった場合と異なることはないだろうか。
帰着による中立性の判断は、税制の変更前後でどのように企業行動が変化するかを判断しているので、その同じ判
断が、税が存在する下での企業行動が税がなかった場合の行動とどう異なりうるか、という点での中立性を十分に説
明している保証はない。具体的には、労働と資本の代替について、帰着によれば中立とは、ある企業が消費税がない
ときに用いていた労働と資本の量と、消費税が導入され、市場の価格体系が変化した後で、その企業が用いる労働と
資本の量が同じということである。それがそうだったとして、その後に消費税があるために、労働が資本で代替され
るということはないか。
次節ではこの代替の可能性について検討する。
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3 生産方式の選択に対する消費税の影響
帰着による中立性の説明は、消費税がない場合と同じように生産しても税負担がないから中立だというもので、生
産方式が税制変更の前後で同一だと暗に仮定しており、複数の生産方式の存在を仮定していない。
しかし、科学技術の発達などによる生産方式の進歩は経済成長の重要な要因である。税の性質の検討において、生
産方式が一定という仮定を置くと、税が経済成長に及ぼす影響を見逃す可能性がある。
本節では、企業が生産方式について複数の選択肢を持つときに、消費税の存在がその選択に及ぼす影響を、企業に
とって実際的な設定において検討する。

3.1 シナリオと、その数式による検討

税率 tの消費税の下で（税率が 10 %なら t = 0.1）、1種類の資本と労働を用いて生産を行う企業を考える。企業は
価格受容者とし、生産物の価格を p、資本の価格を r、労働の価格を w とする。
この企業が、生産物を生産量 y∗ だけ生産しようと考える。そのために費用最小となる労働量を L∗、資本量を K∗

とする。企業は (rK∗ + wL∗)を先行的に支出して生産を行う。例えば、小売店が、rK∗ を支出して商品を仕入れ、
また wL∗ を支出して店員を雇って、商品を売る、などである。y∗ だけ商品が売れれば、企業は目標とした利潤（以
下の π∗）を得られる。

π∗ = 売上−先行的支出−消費税額
= 売上−資本への支出−労働への支出−

(
売上に係る消費税分−仕入に係る消費税分

)
= py∗ − rK∗ − wL∗ −

(
t

1 + t
py∗ − t

1 + t
rK∗

)
=

1

1 + t
(py∗ − rK∗)− wL∗

しかし実際に生産物が売れる数量 y は y∗ 以下（0 ≦ y ≦ y∗）である。このときの利潤は

π =
1

1 + t
(py − rK∗)− wL∗

であり、損益分岐点の販売数量 ȳ は π = 0となる点、すなわち

ȳ =
(1 + t)wL∗ + rK∗

p

である。
ところで、企業にとって先行的に支出可能な金額は重要な制約である。企業が持つ現預金は限られ、また銀行融資
や株式発行などで際限なく資金を調達できるわけでもない。企業の行動の仕方の 1つとして、そのような制約の中で、
より多くの利潤を上げようとする、というのは一般的だろう。ならば、消費税が中立であるためには、このような行
動についても中立でなければならない。
そこで、いまこの企業が、同じ生産量 y∗ を生産する、先行的支出額が等しい 2つの生産方式の選択肢 F1、F2 を
持っているとする。F1 が用いる資本の価格を r1、F2 が用いる資本の価格を r2 とし、F1 が用いる要素量を (L1,K1)、
F2 が用いる要素量を (L2,K2)とする。以下が成り立つ。

y∗ = F1(L1,K1) = F2(L2,K2)

r1K1 + wL1 = r2K2 + wL2 (1)

ここで r1K1 < r2K2 であると仮定し、r2K2 − r1K1 = ∆xとおく。∆x > 0である。式 (1)より

wL1 − wL2 = r2K2 − r1K1 = ∆x (2)
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販売数量が y であるとき、各方式の利潤 π1、π2 は

π1 =
1

1 + t
(py − r1K1)− wL1

π2 =
1

1 + t
(py − r2K2)− wL2

それらの差は

π2 − π1 =
1

1 + t
(r1K1 − r2K2)− (wL2 − wL1)

=
1

1 + t
· −∆x+∆x

=
t∆x

1 + t
(3)

このように任意の y について π2 = π1 + t∆x/(1 + t)、つまり生産方式 F2 は常に生産方式 F1 より t∆x/(1 + t)だけ
大きい利潤を上げる。なお、t = 0は消費税がない場合を表し、そのとき 2つの生産方式は等しい利潤を与える。
次に、それぞれの方式における損益分岐点を ȳ1、ȳ2 とし、それらの差を求めてみる。

ȳ2 − ȳ1 =
(1 + t)wL2 + r2K2

p
− (1 + t)wL1 + r1K1

p

=
(1 + t)(wL2 − wL1) + (r2K2 − r1K1)

p

=
−(1 + t)∆x+∆x

p

= − t∆x

p
(4)

よって ȳ2 − ȳ1 < 0すなわち ȳ2 < ȳ1 である。したがって、生産方式 F1 を用いるよりも、生産方式 F2 を用いたほ
うが、損益分岐点が低い。その差は、生産量においては −t∆x/pであり、売上高では −t∆xである。消費税がない
（t = 0）場合、支出先の配分によって損益分岐点は変化せず、いずれの生産方式を用いても損益分岐点は同じである。
以上から、消費税が存在する場合には、企業にとって F1 より F2 のほうが利益と損益分岐点に関して有利な生産方
式であり、企業は F1 より F2 を選択するだろうと言える。F1 を用いていた企業が、より有利な F2 を選択するなら、
そのとき ∆xだけ支出先が労働から資本に移るので、資本による労働の代替が起きる。
消費税がなければ利益と損益分岐点について両方式に差はないので、少なくともこの 2つの基準について企業が一
方に誘導されることはないだろう。それに対して、消費税が存在すると特定の（F2 への）誘導が起きうるので、消費
税は生産方式の選択に関して中立ではないと言える。
F1 と F2 のそれぞれによって y だけ生産した場合の付加価値 v1、v2 は、

v1 = py − r1K1

v2 = py − r2K2

その差は

v2 − v1 = (py − r2K2)− (py − r1K1)

= py − r2K2 − py + r1K1

= r1K1 − r2K2

= −∆x

よって F2 を用いると、F1 を用いるよりも ∆xだけ付加価値創出が少なくなる。
両者の利潤の差は t∆x/(1 + t)であった（式 (3)）。これは、消費税を付加価値税と考えたときの、付加価値に対す
る税率 t/(1 + t)を、両方式の付加価値創出の差∆xに掛けて得られる税額である。すなわち、同じ先行的支出で同じ
生産量を生産する生産方式でも、付加価値創出が少ないほうが、それに係る付加価値税額の分だけ利潤が多い。よっ
て、F1 より F2 を選択するのは、付加価値税に対する企業の単純な節税行動を表していると言える。
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3.2 数値例

前節では数式を用いて、等しい先行的支出によって同じ生産量をもたらす 2つの生産方式 F1、F2 のうち、資本への
支出がより多い方式 F2 のほうが利潤と損益分岐点について有利であり、企業がそちらに誘導されうることを示した。
現実にありうる簡単な例としては、生産量を変えずに、F1 が用いる賃金 wのレジ係を 1人、レンタル料が r2 = wで
ある無人レジ 1台で置き換えた方式 F2 を選択することが可能であれば、企業は後者に誘導される、などがある。こ
のとき ∆x = w であり、利潤は tw/(1 + t)だけ増える。
この節では、生産関数 F1 と F2 の例を具体的に構成し、両者による生産がどう異なるかを数値で比較することで、
前節の議論を確認する。
企業の生産方式が以下のコブ・ダグラス型生産関数で表されるとする。A > 0、0 < a < 1である。

F (L,K) = ALaK1−a

税率 tの消費税の下での利潤は

π =
1

1 + t
(pF (L,K)− rK)− wL

で、この最大化のための必要条件は ∂π/∂L = 0かつ ∂π/∂K = 0、すなわち
∂π

∂L
=

1

1 + t
p
∂F

∂L
− w = 0

∂π

∂K
=

1

1 + t
p
∂F

∂K
− 1

1 + t
r = 0

である。ここで LとK それぞれによる F の偏微分は

∂F

∂L
= aALa−1K1−a

∂F

∂K
= (1− a)ALaK−a

よって 
1

1 + t
paALa−1K1−a = w

1

1 + t
p(1− a)ALaK−a =

1

1 + t
r

辺々割って整理すると

K

L
=

(1 + t)(1− a)w

ar

この資本労働比率を k とおく。すなわち

K

L
=

(1 + t)(1− a)w

ar
= k (5)

これと y = ALaK1−a から

L =
y

A
ka−1

K =
y

A
ka

よって生産量 y∗ を生産する、利潤最大となる要素量 L∗ およびK∗ は
L∗ =

y∗

A
ka−1

K∗ =
y∗

A
ka

(6)

ここで条件を以下とする。
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Isoquant curve F1(L, K) = 4000
F1(L, K) = 4000

図 1 F1(L,K) = 4000の等量曲線。

• p = 10

• r1 = r2 = 20。これを r とする。
• w = 50

• t = 0.1

また y∗ = 4000とする。なお r1 = r2 としたのは、生産点のグラフ上での移動が K および Lの変化でわかりやすい
ようにするためである
企業が持つ、ある生産方式 F1(L,K) = ALaK1−a のパラメータが以下だとする。

a = 0.7

A = 10

y∗ = F1(L,K)とすると

4000 = 10× L0.7 ×K0.3

より

400

L0.7
= K0.3

よって

K =

(
400

L0.7

) 1
0.3

このグラフを図 1に示す。式 (5)より、この生産方式 F1 で利潤最大となる資本労働比率 k1 は

k1 =
(1 + t)(1− a)w

ar

=
(1 + 0.1)× (1− 0.7)× 50

0.7× 20
≒ 1.179

6



275 300 325 350 375 400 425 450
L

300

400

500

600

700

800

900

K

L = 380.8, K = 448.8

Isoquant curve F1(L, K) = 4000 and iso-cost line C1 = 30833.6
F1(L, K) = 4000
C1 = 30833.6

図 2 F1 による生産量 y∗ = 4000の利潤最大となる生産。

式 (6)より、利潤最大点では

L∗
1 =

y∗

A
ka−1
1

≒ 4000

10
× 1.179−0.3 ≒ 380.8

また

K∗
1 =

y∗

A
ka1

≒ 4000

10
× 1.1790.7 ≒ 448.8

このときの先行的支出 C∗
1 は

C∗
1 = rK∗

1 + wL∗
1

≒ 28013.2

また税を含めた総費用 C1 は

C1 = rK∗
1 + wL∗

1 +
t

1 + t
(py∗ − rK∗

1 )

≒ 30833.6

費用 C1 に対応する等費用線の方程式は

C1 = rK + wL+
t

1 + t
(py∗ − rK)

この等費用線を、F1(L,K) = y∗ の等量曲線とともに図 2に示す。
ここで、この企業が持つ別の生産方式 F2(L,K) = BLbK1−b があるとし、b = 0.6とする。式 (5)より、この生産
方式で利潤最大となる資本労働比率 k2 は

k2 =
(1 + t)(1− b)w

br

=
(1 + 0.1)× (1− 0.6)× 50

0.6× 20
≒ 1.833
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図 3 F2(L,K) = 4000の等量曲線。

これを用いて B を以下のように定める。これにより、利潤最大となる生産において、F2 の先行的支出額が F1 のそれ
と等しくなる。

B =
ry∗kb−1

2 + wy∗kb2
rK∗

1 + wL∗
1

≒ 9.711

等量曲線の方程式 y∗ = BLbK1−b をK について解き

K =

(
y∗

BLb

) 1
1−b

上記の B と、b = 0.6、y∗ = 4000を代入して

K ≒
(
411.9

L0.6

) 1
0.4

このグラフを F1 とともに図 3に示す。
次に式 (6)より、利潤最大点では

L∗
2 =

y∗

B
kb−1
2

≒ 323.2

K∗
2 =

y∗

B
kb2

≒ 592.6

このときの先行的支出 C∗
2 は

C∗
2 = rK∗

2 + wL∗
2

≒ 28013.2

で C∗
1 に等しい（そのように B を定めた）。つまり F1 と F2 は、y∗ = 40の生産における利潤最大点での先行的支出

額が等しい 2つの生産方式の例である。*1

*1 F2 を構成した手順からわかる通り、任意の 0 < b < 1に対して B を定めることができる。よって F2 の例は無限にある。
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F1: L = 380.8, K = 448.8

F2: L = 323.2, K = 592.6

Isoquant curve F2(L, K) = 4000 and iso-cost line C2 = 30572.1
F1(L, K) = 4000
C1 = 30833.6
F2(L, K) = 4000
C2 = 30572.1

図 4 F2 による生産量 y∗ = 4000の利潤最大となる生産。

F2 による利潤最大の生産における、税を含めた総費用 C2 は

C2 = rK∗
2 + wL∗

2 +
t

1 + t
(py∗ − rK∗

2 )

≒ 30572.1

費用 C2 に対応する等費用線は

C2 = rK + wL+
t

1 + t
(py∗ − rK)

で、グラフは図 4のようになる。利潤最大の点において、F1 よりも F2 のほうが、資本への支出が多く、労働への支
出が少ないことがわかる。
ここで各生産方式による利潤を販売数量 y の関数として表すと

π1 =
1

1 + t
(py − rK∗

1 )− wL∗
1

≒ 9.091y − 27197.3

π2 =
1

1 + t
(py − rK∗

2 )− wL∗
2

≒ 9.091y − 26935.7

利潤の差は y によらず π2 − π1 ≒ 261.5。損益分岐点は、F1 については ȳ1 ≒ 2992、F2 については ȳ2 ≒ 2963。利潤
のグラフを図 5に示す。
F2 と F1 の資本への支出の差 ∆xは

∆x = rK∗
2 − rK∗

1

≒ 20× 592.6− 20× 448.8 ≒ 2876.6

よって t∆x/(1 + t)は

t∆x

1 + t
≒ 1

1 + 0.1
× 2876.6 = 261.5

で π2 と π1 の差となっている。
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図 5 F1 と F2 の利潤。

3.3 一般化および他の税との比較

ここまでは企業が 1種類の資本と労働を用いるとして検討を行った。本節ではそれを一般化し、税のない場合や、
他の税の場合と比較する。

■消費税の場合 企業の、資本に対する支出の総額を CK、労働に対する支出の総額を CL とすると、税率 tの消費
税の下での利潤は

π =
1

1 + t
(py − CK)− CL

となる。この企業が 2 つの生産方式 F1 と F2 を持ち、同じ生産量 y∗ に対するそれらの先行的支出が同額だとし
て、そのときの F2 における資本への支出額 CK2 が、F1 における資本への支出額 CK1 よりも ∆x だけ多いとする
（∆x > 0）。すなわち

CK1 + CL1 = CK2 + CL2

CK2 − CK1 = ∆x

CL1 は F1 における労働への支出額、CL2 は F2 におけるそれである。またこれらを辺々足して整理すると

CL1 − CL2 = ∆x

が得られる。ここで生産物の販売量を y とすると、このとき利潤の差 (π2 − π1)は

π2 − π1 =

(
1

1 + t
(py − CK2)− CL2

)
−
(

1

1 + t
(py − CK1)− CL1

)
= (CL1 − CL2) +

1

1 + t
(CK1 − CK2)

= ∆x− 1

1 + t
∆x

=
t∆x

1 + t
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で、F2 は F1 より t∆x/(1 + t)だけ多い利潤を与える。損益分岐点は、

0 =
1

1 + t
(pȳ − CK)− CL

を解いて

ȳ =
(1 + t)CL + CK

p

よって両方式の損益分岐点の差は

ȳ2 − ȳ1 =
(1 + t)CL2 + CK2

p
− (1 + t)CL1 + CK1

p

=
(1 + t)(CL2 − CL1) + (CK2 − CK1)

p

=
−(1 + t)∆x+∆x

p

= − t∆x

p

であり、F2 のほうが F1 より t∆x/pだけ損益分岐点が低い。

■税がない場合 税がない場合の利潤は

π = py − CK − CL

である。生産方式 F1 と F2 について、同じ生産量 y∗ に対する資本と労働への先行的支出額が上と同様に (CK1, CL1)

と (CK2, CL2)であるとし、

CK2 − CK1 = CL1 − CL2 = ∆x

だとする。利潤の差は

π2 − π1 = (py − CK2 − CL2)− (py − CK1 − CL1)

= (CK1 − CK2) + (CL1 − CL2)

= −∆x+∆x = 0

よって生産方式の選択は利潤に（そして損益分岐点にも）影響を与えない。

■法人所得税の場合 利益に定率 tで課される法人所得税を考える。利潤は次のようになる。

π = py − CK − CL − t(py − CK − CL)

= (1− t)(py − CK − CL)

これまでと同様の設定で利潤の差を求めると

π2 − π1 = (1− t)(py − CK2 − CL2)− (1− t)(py − CK1 − CL1)

= (1− t)(CK1 − CK2 + CL1 − CL2)

= (1− t)(−∆x+∆x) = 0

となり、両方式による利潤は等しい。

■給与税の場合 労働への支出に定率 tで企業に課される給与税を考える。我が国では社会保険料の企業負担分がこ
れに当たる。利潤は次のようになる。

π = py − CK − CL − tCL

= py − CK − (1 + t)CL

11



これまでと同様の設定で利潤の差を求めると

π2 − π1 = (py − CK2 − (1 + t)CL2)− (py − CK1 − (1 + t)CL1)

= (CK1 − CK2) + (1 + t)(CL1 − CL2)

= −∆x+ (1 + t)∆x

= t∆x

であり、F2 による生産のほうが F1 による生産よりも t∆xだけ利潤が多い。損益分岐点は

0 = pȳ − CK − (1 + t)CL

を解いて

ȳ =
CK + (1 + t)CL

p

より、両方式の損益分岐点の差は

ȳ2 − ȳ1 =
CK2 + (1 + t)CL2

p
− CK1 + (1 + t)CL1

p

=
(CK2 − CK1) + (1 + t)(CL2 − CL1)

p

=
∆x− (1 + t)∆x

p

= − t∆x

p

であり、F2 のほうが F1 より t∆x/pだけ損益分岐点が低い。

以上から、本検討で問題とした生産方式の選択においては、税がない場合と比較して、法人所得税はその選択を歪
めず、消費税と給与税は歪めると言える。その 2つの場合、資本への支出が多いほうが利潤が大きいので、労働を資
本で代替させるよう企業を誘導すると言える。その代替が起きると、労働への支出は ∆x減る。また、創出される付
加価値は (py − CK)であるから、同じ y について、∆xだけ多い CK に対しては ∆xだけ付加価値が減少する。

4 議論と考察
帰着による消費税の中立性の説明は、消費税の導入前と導入後で企業の生産方式が同じだと暗に仮定した上で、用
いる資本と労働の量が変化するかどうかを論じており、税額の価格への正確な上乗せがあればそれらが変化しないと
示すことで、中立性を説明している。
これに対して本稿では、同じ生産量について先行的支出額が等しい複数の生産方式が存在する場合に、消費税がな
い状況ではそれらの利潤が等しいが、消費税がある状況では資本への支出配分がより多い生産方式のほうが、利潤と
損益分岐点の両方について有利であることを示し、企業が後者に誘導されうるとして、消費税の非中立性を示した。
1節でも見たように、税の中立性は「経済主体のどのような行動について中立か」で判断される。帰着による中立
性は、税制の変更に対する企業の反応についての中立性であり、本稿で問題にした中立性は、特定の税制の存在の下
での生産方式の選択についての中立性である。消費税が前者について中立で、税制変更の前後で労働と資本の代替が
起きないとしても、後者について非中立なら、税が存在する下での生産方式の選択の結果としてその代替が起きうる。
つまりこれらは、いずれも労働と資本の代替に関係するが、別の中立性である。従来の説明は前者の中立性しか示し
てこなかった。それに対し、本稿では後者について消費税が非中立であることを示した。
これら 2つの中立性は、具体的には次のように異なる。これから消費税が導入されるというとき、ある生産方式を
用いて生産を行っている企業が、消費税が導入されても、このままの活動を続けるなら自分への税の帰着はない（利
益に変化がない、など）と判断して、自らの行動を特に何も変えなかったとする。これが帰着に基づく中立性である。
消費税が導入された後、この企業は新たな生産方式を発見した。その方式は、同じ生産量を、同じ先行的支出額で生
産できるが、これまでの方式と比べて、資本への支出が多く、労働への支出が少ない。消費税がなければ、この方式
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の利潤は従来の方式の利潤と同じだが、消費税があるため、この方式のほうが有利である。そこでこの企業は新しい
生産方式を採用した。これが本稿で示した非中立性である。
この非中立性の意味を、税の中立性の意義に立ち戻って確認したい。
経済学では、価格を媒介として自由な経済主体が市場で活動することによって効率的な資源配分が達成されるとす
る [8, pp. 126–127]。経済主体の意志決定が税の存在に影響されると、効率的な資源配分が妨げられうる。そのよう
な影響が税にないことを中立と呼んでいる。つまり、各経済主体が、税を考えず、価格に反応して行動することが、
その税が中立ということである。
本稿で検討したシナリオは、同じ量の生産物を生産する、先行的支出額が等しい複数の生産方式があった場合に、
企業はどう行動するか、であった。市場で労働、資本、生産物の価格が決まっているときに、消費税がなければ、先
行的な支出先の資本および労働の組み合わせがいかなるものであっても、等しい生産量を等しい先行的支出額で実現
すれば、等しい利益が得られる。それに対し、消費税があると、等しい生産量を等しい先行的支出額で実現できても、
その支出先によって利益が異なるため、意志決定を労働と資本の価格だけからでなく、支出先が労働であるか資本で
あるかの差異を勘案して行うことになる。価格以外を判断の要因とするこの行動は、消費税がない場合には誘導され
ない。したがって、消費税は経済学的に望ましくない非中立性を持つと言える。
この非中立性と、帰着による中立性の関係を検討する。帰着による中立性は、消費税の導入によって税額分だけ資
本の価格が上昇したときに、消費税がないときと同量の労働と資本を使って企業は生産を行うだろう、というもので
あった。1種類の資本と労働を用いて生産を行う企業について、より形式的に表現すると次のようになる。
生産関数を F (L,K)とする。消費税がないときの資本の価格を r0、労働の価格を wとすると、費用を C とする等
費用線の方程式は

C = r0K + wL

生産量 y∗ の等量曲線は

y∗ = F (L,K)

技術的限界代替率逓減を仮定すると、傾きが −w/r0 となる点 (L∗,K∗)で等量曲線は等費用線と接し、そこで費用最
小である。そのため企業は資本量K∗、労働量 L∗ で生産を行う。
税率 tの消費税が導入され、資本の価格が r となった。消費税の支払いがあるため、等費用線の方程式は次のよう
になる（pは生産物の価格）。

C = rK + wL+
t

1 + t
(py∗ − rK)

=
1

1 + t
rK + wL+

t

1 + t
py∗

L-K 平面におけるこの直線の傾きは −(1 + t)w/r である。もし資本の価格が消費税率分だけ上昇して r = (1 + t)r0

となったなら、この傾きは

− (1 + t)w

r
= − (1 + t)w

(1 + t)r0
= −w

r0

となる。等量曲線がこの傾きになる点は先ほどと同じ (L∗,K∗)であり、そこで接する等費用線を持つ費用 C が最小
の費用である。したがって企業は消費税がなかったときと同じ資本量と労働量で生産を行う。
さて、資本の価格が rである、消費税のある状況で、等量曲線の傾きが −w/r0 である資本量・労働量で企業が生産
を行うとはどういうことか。r0 を現在の資本の価格で表すと r0 = r/(1 + t)である。つまり企業は等量曲線の傾きが
−(1 + t)w/r の点で生産を行う。要素価格が r、w であるいま、もし消費税が中立ならば、企業が用いる要素量は税
率 tによらず、r や w によって決まるはずである。しかしこの傾きの式には tが含まれており、企業が選択すべき利
潤最大となる要素量が tに影響を受けることを示している。
見方を変えてみる。もしも特に何の影響もなければ、資本の価格が r であるいま、企業は等量曲線の傾きが −w/r

となる点で生産を行うはずである。しかしこの企業は、資本の価格が r0 であった消費税導入前と同じ (L∗,K∗)を用
いて生産を行う（帰着による中立性）。すなわち、等量曲線の傾きが −w/r0 となる点で生産を行うという、消費税導
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入前の行動の選択を引き継ぐ。この結果、企業の行動は、現在の資本の価格 rではなく、以前の価格 r0 に基づいて生
産点を選んだ、つまり、　

・
消
・
費
・
税
・
が
・
あ
・
る　状況において、　

・
消
・
費
・
税
・
が
・
な
・
か
・
っ
・
た
・
と
・
き
・
の　価格を用いて意志決定したことになる。

実際には、消費税の導入時に、税額が正確に価格に上乗せされるとは限らない。例えば、上乗せがまったく起きず、
r = r0 であるかもしれない。その場合でも、消費税がある状況での費用最小点は、先の検討からわかるように、等量
曲線の傾きが −(1 + t)w/r となる点である。消費税がなかったなら、費用最小となるのは傾きが −w/r である点で
ある。この 2 式を比較すると、消費税がある場合、資本の価格が r であるにもかかわらず、企業はあたかもそれが
r/(1 + t)であるかのように振る舞う、と前者の式は表している。r/(1 + t) ̸= r0 であるから、これは消費税導入前の
価格ではない。この金額 r/(1 + t)を r′0 とおくと、r′0 は「税額の正確な上乗せによって資本の価格が rになった　

・
と
・
仮

・
定
・
し
・
た　ときの、消費税導入前の資本の価格」となる。税額が正確に上乗せされていようがそうでなかろうが、企業が

資本の価格として反応するものはこれである。この反応は、仕入税額控除があることを考慮して資本を購入するとい
う、企業の現実の行動に対応している。
このように、帰着による中立性が表現しているのは、消費税がなかったときの資本の価格、あるいは消費税がない
場合にはそうであったはずと想定される資本の価格に基づいて、企業が、消費税がある現在に行動を選択するという
ことであり、すなわち現在の資本の価格に反応して行動を選択しないということであるから、税の中立性の本来の意
義――市場価格に基づいて経済主体が意志決定を行うことで効率的に資源が配分される――に照らすと、帰着による
中立性自体が消費税の非中立性を示していると言える。帰着による中立性が表現する、消費税がない場合と同量の資
本と労働を用いて消費税がある場合にも生産を行うという企業の行動は、税の中立性の求めるところではない、と筆
者は考える。
岩村ら [5, p. 42]は次のように消費税の非中立性を論じる。企業の生産について、資本 1単位と労働 1単位が無差
別であるとすると、資本の仕入には税額控除があり、労働の仕入にはそれがないから、投入資源を労働から資本にシ
フトさせたほうが利益に有利であり、それが両者の相対価格に影響を及ぼす。この議論は、暗に生産関数を不変とす
る帰着による中立性の観点からは、資本価格に正確な税額の上乗せがあればそのようなシフトは起きず、それがなけ
れば労働価格を引き下げうる、と解釈されるだろう。
しかし、生産関数に複数の選択肢がある可能性の下で、この議論はより広範な問題を指摘している。上記のような
シフトは、本稿の検討で ∆xとしたものに対応する。先行的支出額を変えぬまま、労働への支出を ∆xだけ資本にシ
フトすることによって、利益が増し、また損益分岐点が下がることを本稿では形式的に示した。企業のそのような行
動の選択は労働と資本の相対価格に影響を及ぼすであろう。したがって、岩村らが指摘する、消費税における労働の
仕入と資本の仕入の扱いの非対称性の影響は、税制変更の前後だけに留まらず、消費税の下で継続的に存在すると考
えられる。
帰着の理論では、経済主体の厚生の変化を経済的帰着とし、それが税負担であると定めることによって、その概念
だけで税負担のすべての面を捉えることができると暗に仮定している。そのため、消費税の中立性も、帰着のみを考
えて説明されてきた。なぜなら、帰着のみが税負担なら、企業は帰着以外を避けないはずだからである。
本稿が与えた結果は、税に関して、帰着のみからは説明できない企業行動があることを示している。一般的な企業
行動において、消費税がない場合と違う行動を消費税がある場合に企業がとるなら、それは税による誘導であり、税
負担の回避だと考えられる。検討の過程で示したように、より資本への支出が多い生産方式をとると、それによって
減らした付加価値創出額に係る消費税の支払いを避けられる。これは、帰着とは別に、納税自体が企業にとって負担
であることを示唆している。このことから、税の帰着は税負担の一側面に過ぎないと考えられる。
社会保険料の企業負担分も、多かれ少なかれ労働者側に帰着すると考えられている [9]。もし負担の大部分が労働者
側に帰着するなら、帰着に基づく消費税の中立性の説明と同様に、企業行動には中立だと判断されうる。しかしすで
に示したように、生産方式の選択においては、消費税同様、社会保険料を企業に負担させているという状態が、資本
による労働の代替と付加価値創出の抑制を促すと考えられる。
我が国の現実の経済および税制に対して、本稿の結果は重大な意味を持つ。
前節では、企業が生産物を y∗ だけ売りたくて生産するが、それが yしか売れない、というシナリオで検討した。こ
のような状況も一般的だと思われるが、同様に一般的と思われる別のシナリオとして、企業が販売機会の損失を避け
るために、生産物の在庫を販売見込みより多く持っておく、というものもある。このとき企業は、y だけ売れると予
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想しているが、y∗ > y だけ生産しようと考える。このシナリオでも検討の過程は同じになり、資本への支出がより多
い方式で利潤が大きく、また損益分岐点が低くなる。このように、多くの企業が普通にとりうる行動について消費税
は非中立である。
さらに、企業は、たまたまそのときに見つけた生産方式から選択するだけでなく、利潤を増やすために積極的に新
たな生産方式を開発する。例えば、これこれこういう無人レジ機があれば、人件費を削ることにより、同じ先行的支
出で同じだけ売上を得られると考えて、新たに無人レジ機を作る、あるいは他の企業に発注する、などがありうる。
そのようなニーズが増えれば、それに応える企業、つまり労働を資本で置き換えるのに役立つ商品やサービスを生産
する企業も増えるだろう。
すなわち、消費税の存在は、企業を常に、労働を資本で置き換えるような生産方式に誘導し続け、経済全体もそのよ
うに変化し続ける、ということである。これは継続的な現象であって、帰着概念が想定するような、税の導入によっ
て市場が別の均衡に達するという一時的な現象ではない。
これは我が国の経済状況とも整合すると思われる。消費税は 1989年に税率 3 %で導入され、1997年にそれが 5 %

に引き上げられた。また社会保険料の料率は 1980年代から段階的に引き上げられ、それに伴って企業の社会保障負
担率が 1990年代に急速に上昇したという計測結果がある [10]。GDPの推移（図 6）を見ると、我が国経済の成長は
1990年頃から鈍化し、1997年頃以降はほぼ完全に停滞している。賃金も、1990年頃から伸び悩んだ後、1997年頃
からは下落した（図 7）。これらの現象はいずれも消費税および社会保険料の強化と並行的である。
本稿の冒頭に述べた通り、我が国の税制は消費税が中立であることを前提として議論されている。そのため、この
長期的な経済停滞の主原因として消費税が挙がることは、少なくとも専門家の間ではほぼなかったと言っていいだろ
う。例えば浜田ら [11, p. ii]は日本経済の長期停滞の原因として有力な説を次の 4つにまとめている。

• 構造問題説：日本経済の構造に問題があるから
• 財政政策要因説：経済を刺激すべきときに刺激しなかったから
• 金融政策要因説：金融政策がデフレをもたらしたから
• 銀行機能低下要因説：不良債権の早期処理に失敗したから

同書で行われている議論でも消費税については、その税率引き上げ前後で家計の消費に一時的な影響を与えた可能性
が検討されてはいるが [11, pp. 94, 119–120, 142–143]、企業行動への影響は考慮されていない。
以上から、これまで専門家および当局が有効に対処できずにいるこの長期的な停滞の主原因は、消費税と社会保険
料について見落されている、それらの存在が資本による労働の代替を継続的に促すという性質にあり、さらには帰着
のみを税負担だと考える不完全な経済理論にある、と筆者は考える。
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5 おわりに
本稿では、企業行動に中立だと専門家の間で広く信じられている消費税が、その存在によって生産方式の選択に影
響を与えうることを示した。消費税には、資本による労働の代替を促す性質があり、その面において非中立である。
この非中立性が見逃されていた理由は、税の帰着のみを税負担であると見なす経済理論にあると思われる。帰着を
税負担だとする論理は、およそ以下のようになっている。

ある経済主体に税が課されると、その主体の厚生が変化するが、それだけでなく、その主体が行動を変えるこ
とによって市場が変化し、別の主体の厚生も変化しうる。このような税による厚生の変化は税による負担であ
り、それを税の帰着と定める。

このロジックは、税によってもたらされる、ある者の厚生の変化がその者の税負担である、とは言っているが、それ
以外には税による負担は存在しない、と証明してはいない。
消費税の中立性は一般に「企業に税が帰着しないから、税負担がなく、企業は行動を変えない」と説明される。し
かし帰着とは別の税負担というものがあればこの説明は成り立たず、上のロジックはそのような負担が存在する可能
性を排除できていない。本稿で示した、消費税の下で起きうる、利益と損益分岐点による企業行動の誘導は、これま
での経済理論が見落した税負担の存在を示唆している。
本稿で示した非中立性は、消費税および社会保険料の強化と並行して起きた、賃金の低下・伸び悩みと経済成長の
鈍化を説明する。長きに渡るこの苦境を脱するためには、既存の理論に囚われず、消費税や社会保険料の性質とその
影響を再検討する必要があると筆者は考える。
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